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農業機械銀行管理運営要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は「農業機械銀行業務規定」に基づき、機械銀行の業務及び保有している

農業用機械の管理運営・利用に関し必要な事項を定める。 

（機械銀行の業務） 

第２条 機械銀行の業務は次のとおりとする 

(１)  農作業の受託業務 

(２)  農業機械の貸出 

(３)  農業機械のリース業務 

(４)  利用料金及びリース料金の徴収 

(５)  保有機械の整備 

(６)  その他必要なこと 

（利用申込） 

第３条 機械銀行は、利用者から「利用申込書」を徴求し、又あらかじめ利用状況を把握し

て計画的に作業を行なわなければならない。 

（作業受託・機械の貸出） 

第４条 機械銀行は前条の申込があった場合、申込書の内容を検討し利用者と協議のうえ作

業を行う。 

２ 機械銀行は次の場合受託作業を行わない。 

(１)  農地の条件が機械作業に適さない場合 

(２)  農作業が困難な場合 

３ 機械銀行は次の場合機械の貸出を行わない。 

(１)  貸出機械の運転が未熟なもの 

(２)  装着する機械の馬力等が適応できないもの 

(３)  危険を伴う作業に使用する場合 

（修理費の負担） 

第５条 機械銀行は、利用者が善良なる管理者の注意を怠り、利用者の過失により生じた故

障、損傷について、利用者に修理費を負担させることができる。 

（利用報告書） 

第６条 機械銀行は、機械の利用が終わったとき利用報告書を徴求しなければならない。 

（利用料金の徴収） 

第7条 機械銀行は、利用報告書に基づき利用料金を徴収しなければならない。 

２ 各料金について引落日に引落できない場合は、引落日より３０日を経過した日から利息

を徴収する。この利息は、当組合購買未収金取扱要領にある遅延損害金の利率を準用する。 

（故障又は損傷の届出） 

第８条 機械銀行は、利用者から機械の返還を受けたときは直ちに故障又は損傷等の確認を

しなければならない。 
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２ 機械銀行は、前項に規定する報告があった場合には、組合長にその旨を報告しなければ

ならない。 

（作業事故による補償） 

第９条 機械（ミニバックホー）使用中の事故による負傷又は、死亡した場合の補償は賠償

任意保険の範囲以内とする。 

（帳簿の備付） 

第10条 機械銀行は、次に掲げる書類及び、帳簿を備え業務に関する記録を適確に整備しな

ければならない。 

(１)  管理台帳 

(２)  整備台帳 

(３)  利用報告書 

(４)  その他必要事項 

（その他） 

第11条 この要領に定めのない事項が生じた場合は組合長が決める。 

 

 

 

 

附 則 

この要領は、平成22年4月1日から施行する。 

この要領の変更は、平成27年4月1日から実施する。 

この要領の変更は、平成27年9月29日から実施する。 

この要領の変更は、平成29年9月27日から実施する。 

この要領の変更は、平成30年10月1日から実施し、平成30年4月1日に遡及して適用する。 

この要領の変更は、令和2年8月1日から実施する。 

この要領の変更は、令和3年10月1日から実施する。 

この要領の変更は、令和5年6月1日から実施する。 
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別表 

               保有農業用機械一覧表 

（本 所） 

№ 機械名 台数 取得年 備    考 

1 ミニバックホー  1 Ｈ２２  

2 畦塗り機  3 Ｈ２５  

3 マニアスプレッダ 6 Ｒ２ 
3t:1 台※農協所有  2t:2 台、3t:2 台、 

4.5t:1 台※東北町より委託（H17:5 台） 

4 やさい移植機 3 Ｒ１、H28、H16 全自動１、半自動１、馬鈴薯用半自動１ 

5 バックホー 3 Ｒ１、H30、H8  

6 パワーハロー 2 Ｒ２ 2.5m、2.0m 

7 鎮圧ローラー 1 Ｈ３０  

 

（六ヶ所営農センター） 

№ 機械名 台数 取得年 備    考 

1 畦塗り機 1 Ｈ２６  

2 サブソイラー 2 Ｈ１５  

3 融雪剤散布車 1 Ｈ２８  

4 全自動野菜移植機 1 Ｈ３０  

5 長芋つる巻き機 3 Ｈ２９  

6 
キャベツ収穫機 
（運搬用トレーラー 

含む） 
1 Ｈ３０  

 

（天間林営農センター） 

№ 機械名 台数 取得年 備    考 

1 堆肥運搬車 1 Ｈ２９  

2 ごぼう掘取機 2 Ｓ６２  

3 プラソイラー 1 Ｈ１５  

4 温湯消毒機 2 Ｈ１９ 種子持ち込み・自己作業 

5 水田除草機 3 Ｈ１９  
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(野辺地営農センター)   

№ 機械名 台数 取得年 備    考 

1 土壌消毒機 1 Ｈ１９  

2 ごぼう掘取機 1 Ｈ２０  

3 マルチャー 1 Ｈ１８  

4 畦塗り機 1 Ｈ２７  

5 長芋つる巻き機 1 Ｒ３  

 

(らくのう営農センター)   

№ 機械名 台数 取得年 備    考 

1 牧草追播機 1 Ｈ２８  

 


